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第１章 はじめに 

 本書面は，これまでの審理を踏まえ，総括的に原告の主張を行うものであ

る。 

 約４年にわたる本件の審理を通して，被告らによる加害行為と原告らの被

害について以下のような特徴が浮かび上がった。 

①被告らの行った強制連行が，幼い少女がほとんどをしめる原告らに対して，

勉強したい，立派な人になって親孝行したいといった少女らの抱く夢や希望

につけ込む甘言を弄した欺罔や，断ると家族に不利益が及ぶといった脅迫を

用いて勧誘を行い，親権者である親の反対を無視しあるいは脅迫により押さ

え込んで強行した犯罪的行為であったこと， 
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②被告らの行った勧誘・連行は，被告不二越と被告国との緊密な連携のもとに，

学校や地方行政機関を使い，組織的に行われていたこと， 

③被告らの行った強制労働が，軍隊式の訓練や日常的な厳しい叱責や体罰によ

って絶対服従を原告らに強要し，原告らから外出の自由を奪い厳しい監視の

下においた上で，満足な食事も厳寒の冬季に必要な暖房すら与えず劣悪な生

活環境を押しつけ，一部には夜勤まで含む重労働を強要するというものであ

って，幼い少女らがほとんどであった原告らを不安と空腹と疲労の中で来る

日も来る日も重労働をさせた行為はまさに奴隷労働を強いたに等しいもので

あったこと， 

④騙されあるいは脅されて不二越に連れてこられ重労働をさせられた原告らは，

精神的に深く傷つきながら，帰りたくても帰る術もなく，空腹や寒さ，空襲

の恐怖に耐えながら労働するほかなく，怪我をしたり病気になる者も多数出

るなど深刻な被害を受けたこと， 

⑤原告らの中には，戦後も慰安婦と混同されることを恐れて家族や友人にさえ

自らの不二越での体験を語ることができない者が多くいたこと， 

⑥被告らは，食事や教養・教育についての勧誘時の待遇の約束を全く守らず，

賃金についても，戦時中は貯金するなどと称して原告らに賃金相当額を支払

わず，また戦後も何ら原告らに連絡をとることもなく賃金不払いを継続した

こと。 

 上記特徴を一言でいえば，被告らが一体となって，幼い少女がほとんどを

しめる原告らに対して，拉致・誘拐に等しい犯罪的手段で強制連行・強制労

働を行い，著しい肉体的・精神的苦痛を与えた（そして現在も与えている）

にもかかわらず，現在に至るまでその責任をとっておらず謝罪もしていない，

ということである。 

 一見して異常で，恥ずべき国家的犯罪行為であることが明らかな，少女ら

に対する強制連行・強制労働の被害に，日本の司法がどう向き合い，どう解
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決をつけるのか，それが本件訴訟に課せられた課題であるといえる。 

 以下に，速やかに司法的救済がなされるべきことを論ずる。 

第２章 本件強制連行・強制労働の実態 

第１ 強制労働・強制連行に至る歴史的経緯 

１ 日本の朝鮮侵略と朝鮮半島の兵站基地化政策 

   日本は１８７５年に江華島事件を起こし，翌７６年日朝修好条規で朝鮮侵

略の第１歩を記した。１９０５年，軍事的強制力を用いて，乙巳条約（第２

次日韓協約）で韓国の外交権を奪い，１９１０年韓国を併合して植民地にし

た。その後日本は，朝鮮総督府を設置し，軍隊と警察による暴力的民族抑圧

政策を行なった。 

 併合の過程において，また３・１
サ ミ ル

独立運動をはじめとする民衆の抵抗に対

する日本政府による徹底した弾圧の中で，数万人の朝鮮民衆の血が流され，

民衆の間に恐怖が植え付けられていった。 

   そうした状況において，１９３０年代に入ると，日本は，中国侵略戦争に

突き進む中で朝鮮半島の兵站基地化を推し進め，皇民化政策のもとでの総動

員体制を展開した。 

２ 「募集」と銘打った強制連行の始まり 

（１）日本は，１９３７年蘆溝橋事件を起こし，中国侵略戦争を推進した（日中

戦争）。そうした中で，１９３８年国家総動員法が制定され，１９３９年国

民徴用令が公布された。この国民徴用令に基づく労務動員計画が立てられ，

初年度の動員計画数は１１０万人とされたが，うち８万５０００人は朝鮮人

に割り当てられた。 

（２）この労務動員計画に基づいて１９３９年９月，朝鮮人労働者の日本本土へ

の連行が始まった。「募集」と名づけられていたが，労働力を必要とする事

業所が府県長官を通じて厚生省の募集許可と朝鮮総督府の募集地の割り当て

を受け，募集人が現地に赴いて面（村）の職員や警察官と協力して労働者を
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集めており，実態は日本政府関与の元に行われた強制連行であった。 

（３）日本国内の労働力が著しく逼迫してくると，面の職員や警察官は力ずくで

朝鮮人を駆り出すようになった。 

 過酷な重労働を強いられた朝鮮人労働者は，監視の目を盗んで逃亡した。

逃亡を防止するために，朝鮮人寮は塀垣と鉄条網で囲われ，逃亡して逮捕さ

れた者には見せしめに過酷なリンチが加えられた。さらに逃亡を防止するた

めに，強制的に「貯金」させ，朝鮮人労働者には現金を持たせず，また家族

を呼び寄せさせた。 

 土木建築現場やダム建設現場では，強制連行された朝鮮人は最も危険な現

場に配置され，事故で殺される者が続出した。 

３ 「官斡旋」方式への転換 

（１）対米開戦の翌１９４２年２月，「朝鮮人労務者活用ニ関スル方策」（甲１

号証）が閣議決定された。この決定はその趣旨説明において次のように述べ，

強制連行が日本の工業生産力維持に不可欠であることを強調した。「軍要員

ノ拡大ニ伴ヒ内地ニ於テハ基礎産業ニ於ケル重労務者ノ不足特ニ著シク…此

ノ種労務者ノ需給ニ未ダ弾力ヲ有スル朝鮮ニ給源ヲ求メ以テ現下喫緊ノ生産

確保ヲ期スルハ焦眉ノ急務タリ」。この決定に基づき，「労務動員計画ニ依

ル朝鮮人労務者ノ内地移入斡旋要綱」が作られ，動員方法が「官斡旋」方式

に改められた。徴発業務を朝鮮総督府内に本部を置く朝鮮労務協会が一元的

に行ない，労務訓練を施して事業所に引き渡すという方式である。 

（２）この方式変更を境に，朝鮮人の配属先に，日本製鉄，日本鋼管，三菱重工，

被告不二越などの鉄鋼・造船・機械メーカーなどの軍需工場が加わり，その

比率が高まっていった。侵略戦争のもとで，軍需産業は飛躍的な生産拡大を

求められたが，熟練労働者が徴兵される中で，深刻な労働力不足に陥った。

被告不二越などの軍需産業は労働力不足を解決するために，政府や朝鮮総督

府に働きかけて朝鮮人の強制連行を行なった。 
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（３）「募集」から「官斡旋」に転換されたといっても，朝鮮人をその意思に反

して強制的に連行するやり方が改められたわけでは全くない。１９４３年４

月１６日付「京城日報」によれば，官斡旋で集められた労働者の逃亡が多い

原因として「（斡旋を担当する）地方庁は（京城府）本府から割り当てられ

た労務者の獲得を急ぐあまり，斡旋労働者に炭鉱労働者であることを明示せ

ず，半強制的に狩り出して山元へ輸送するので，その途中炭鉱行であること

を覚って逃走したり，又は炭坑へ着いて直ちに逃げだすものも相当ある」と

報じられている（古庄正「朝鮮人強制連行と広告募集」在日朝鮮人運動史研

究会編「在日朝鮮人史研究」３２号９頁）。 

（４）強制連行された１００万を超える朝鮮人はタコ部屋に監禁され，少量で粗

末な食事しか与えられず，重労働を強いられるという待遇であった。朝鮮人

の賃金は日本人労働者より低く，その上どの事業所も，「食費」「愛国貯

金」「家族への送金」などの名目で，賃金の大半を天引きした。しかし「愛

国貯金」は払い戻しされず，「家族への送金」も実際には行なわれず，無償

での奴隷労働が強制されたのである。 

４ 「徴用」 

（１）侵略戦争が破局に向かう過程で，１９４３年６月「学徒戦時動員体制確立

要綱」，１９４４年１月「緊急学徒勤労動員方策要綱」，１９４４年３月

「女子挺身隊制度強化方策要綱」などが次々と出され，学生・生徒・女性に

対する根こそぎの動員が進められた。これらの学徒勤労動員方針を植民地朝

鮮で強行するものとして，１９４４年５月以降の被告不二越などへの勤労女

子挺身隊動員が行なわれた。それは日本海を隔てた遠隔地へ，低年齢の児童

までも動員し，賃金を払わないという，国内での勤労動員とは桁違いに差別

的で過酷なものだった。 

（２）１９４４年８月，「半島人労務者の移入に関する件」が閣議決定され，国

民徴用令による一般徴用が朝鮮においても発動された。国権を使った強制手




